
新興感染症に係る
高齢者施設等の感染症対策

体制について

新興感染症…感染症法に定める新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び

新感染症を基本とする。

資料２－１
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現行計画の記載概要

【医療提供体制】
・下記感染症指定医療機関を指定する。

種別 指定者 対象疾患 圏域 医療機関数 病床数

特定感染症
指定医療機関

大臣 新感染症、一類感染症、二類感染
症、新型インフルエンザ等感染症

全県 1機関 2床

第一種感染症
指定医療機関

知事 一類感染症、二類感染症、新型イ
ンフルエンザ等感染症

全県 2機関 3床

第二種感染症
指定医療機関

二類感染症、新型インフルエンザ
等感染症

各二次保
健医療圏

11機関 55床

【施設内の感染対策】

・基礎疾患を有する高齢者などが入所しており、感染症の発生及びまん延の防止が重要である
ことから、手引きや通知等に基づき、関係各課と協力し各施設における感染防止対策の推進
を図る。

・定期健康診断等による感染症患者の早期発見に努め、感染症の拡大を未然に防ぐ。

【検査の実施体制及び検査能力の向上】

・衛生研究所又は保健所の設備の整備、人材の確保等の体制整備を図る。
・衛生研究所は、保健所、医療機関及び民間検査機関に対して技術的支援（研修）を適宜行う。
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＜これまでのコロナ対応＞

【検査の実施体制及び検査能力の向上】

目指していく体制 - 1

・新興感染症のまん延時に備え、検査体制を速やかに整備できるよう、知事等と民間
検査機関又は医療機関との検査措置協定等により、平時から計画的に準備を行う。

・衛生研究所等は、新興感染症の発生初期に検査を担うことを想定し、病原体等の検

査体制等を整備する。

・衛生研究所・保健所だけでなく、医療機関、民間検査機関等の協力のもと、感染状
況等によって突発的に変化する検査需要の増加に対応した。

・衛生研究所には、感染症発生初期の検査や、変異株の発生動向の監視等の役割が求

められた。

第２種協定指定医療機関
【病院・診療所・薬局・

訪問看護事業所】

（発熱外来 ・自宅療養者等への
医療の提供）

外出自粛対象者
の療養生活

民間検査機関

衛生研究所

保健所

外来・
在宅医療

検査体制
の確保

高齢者施設等
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目指していく体制 – ２

＜これまでのコロナ対応＞

【医療提供体制 -病床の確保】

・感染症患者の入院医療の中核的役割を担う感染症指定医療機関のみでは、急増する
新型コロナ患者へ十分に対応できず、入院病床が不足したことから、一般医療機関
に病床の確保を求めることで対応した。

・新興感染症の入院を担当する医療機関と平時に医療措置協定を締結し、第一種協
定指定医療機関（公費負担医療の対象）に指定する。

・流行初期の段階から入院対応を行う旨の医療措置協定を締結し、知事が定めた基
準を満たし、実際に対応した医療機関については、流行初期医療確保措置(※)の
対象とする。

(※) 流行初期医療確保措置…経営の自律性を制限して、流行初期に感染症医療を行う協定締結医療機関に
対して、感染症医療を行った月の診療報酬収入が、流行前の同じ月の額の金額を下回った場合に、その
差額を補填する措置。

特定・第１種・第２種
感染症指定医療機関

＋

第1種協定指定医療機関
(病床の確保)

高齢者施設等

外出自粛対象者
の療養生活

入院医療
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＜これまでのコロナ対応＞

【医療提供体制 -在宅医療】

・自宅やホテルで療養を行う患者の症状悪化時の外来・往診体制の確保が必要と
なった。

目指していく体制 – ３

第２種協定指定医療機関
【病院・診療所・薬局・

訪問看護事業所】

（自宅療養者等への医療の提供）外出自粛対象者
の療養生活

在宅医療

・新興感染症の自宅療養者等への医療の提供を担当する医療機関、薬局、訪問看護
事業所と平時に医療措置協定を締結し、第二種協定指定医療機関（公費負担医療
の対象）に指定する。

・高齢者施設等に対する医療支援体制を確認しておく。

高齢者施設等
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＜これまでのコロナ対応＞

【医療提供体制 -後方支援体制の整備】

・病床の確保を進めた医療機関に負担が集中することとなった。また、病床使用率が
高い状況で推移する中、後方支援医療機関への転院・転床について更なる拡充、
強化が必要と考えられた。

・通常医療の確保のため、特に流行初期の新興感染症患者以外の患者の受入や新興感
染症から回復後に入院が必要な患者の転院の受入を行う医療機関と平時に医療措置
協定を締結する。

・回復した患者の退院先となる介護老人保健施設等の高齢者施設等とも連携した上で、

後方支援体制を整備する。

後方支援
の協定締結医療機関

感染症以外の患者・回復患者等の
転院受入れによる支援

特定・第１種・第２種
感染症指定医療機関

＋

第1種協定指定医療機関
(病床の確保)

高齢者施設等

外出自粛対象者
の療養生活

入院医療

目指していく体制 – ４

退院先
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【医療提供体制-人材派遣】【外出自粛対象者の療養生活の環境整備】

・クラスターが発生した高齢者施設等に対して、クラスター等対策チームに登録した
感染管理医師・感染管理認定看護医師等を派遣し施設の感染対策の指導を実施した。

・高齢者施設等において、感染症発生初期など、感染管理医師や感染管理認定看護師

等による感染対策の技術的支援を迅速に行うことができる体制を、平時から備えて
おくことが必要と考えられた。

目指していく体制 – ５

・感染症予防等業務対応関係者を派遣する医療機関と平時に医療措置協定を締結する。

・医療措置協定を締結した医療機関と連携し、必要に応じてゾーニング等の感染対策

の助言を行うことができる体制を平時から確保しておく。

人材派遣
の協定締結医療機関

高齢者施設等

外出自粛対象者
の療養生活

施設内の感染
対策への助言

＜これまでのコロナ対応＞
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【参考】新興感染症発生からの一連の対応

平時 発生早期 流行初期 流行初期以降

①病床確保

②発熱外来

③自宅療養者等
への医療の提供

④後方支援

⑤医療人材派遣

流行初期医療確保措置の対象医療機関等で対応

感染症指定医療機関（特定・第一種・第二種感染症指定医療機関）で対応

患者発生等

大臣公表
（0日）

知事の要請から
１週間を目途

3か月程度 6か月程度

協定締結医療機関で対応（*)

流行初期医療確保措置の対象医療機関等で対応

協定締結医療機関で対応

協定締結医療機関で対応

協定締結医療機関で対応

流行初期対応の協定締結医療機関で対応

協定締結医療機関で対応

(*)知事の要請から速やかに（2週間を目途に）即応化

・個人防護具
の備蓄

・研修・訓練



＜これまでのコロナ対応＞

【参考：保健所体制の強化】

・感染症拡大時、県全庁や市町村等から保健所へ応援職員を派遣することで、感染拡大
による保健所業務の急増に対応した。

・保健所業務のひっ迫に対応するため、感染状況に応じて保健所として注力すべき業務
を見定め、業務の外部委託を含め対応した。

第２種協定指定医療機関
【病院・診療所・薬局・

訪問看護事業所】

(発熱外来 ・ 自宅療養者等への
医療の提供)

宿泊施設

自宅外出自粛対象者
の療養生活

健康観察
民間検査機関

衛生研究所

保健所

外来・
在宅医療

・平時より有事に備えた体制を構築し、有事の際には速やかに体制を切り替えることが
できる仕組みを構築する。

・感染症発生時に迅速に対応できるよう、感染症に関する情報が、責任者に対して迅速
かつ適切に伝達され、一元的に管理される体制を構築する。

・外部人材の活用も含めた必要な人員の確保、受入体制の整備、必要な機器及び機材の
整備、物品の備蓄等を通じて健康危機発生時に備えて、各保健所の平時からの計画的
な体制整備を行う。
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特定・第１種・第２種
感染症指定医療機関

＋
第1種協定指定医療機関
(病床の確保)

入院医療

入院調整

搬送・
検査等

検査体制
の確保

感染症指定医療機関



改定後計画の記載事項の充実 - 1

第５ 病原体等の検査の実施体制及び検査能力の向上に関する事項

➢ 新興感染症まん延時の検査体制の確保（民間検査機関等との検査措置協定等）
…p.19【２（２）】

➢ 衛生研究所等の検査体制の整備
…p.19【３（２）】

➢ 病原体等の検査情報の収集、分析及び公表のための体制の構築
…p.20【４】

➢ 病原体等の情報の収集に当たっての関係機関との連携
…p.20【５】
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改定後計画の記載事項の充実 - 2

第６ 医療提供体制

➢ 重症者病床や特に配慮が必要な患者等を含めた医療提供体制の整備
…p.24【４（２）】

➢ 第一種協定指定医療機関の指定
…p.24【４（５）ア】

➢ 第二種協定指定医療機関の指定（自宅療養者等への医療提供）
…p.25【４（５）ウ】

➢ 協定の締結による後方支援体制の整備
…p.25【４（５）エ】

➢ 協定の締結による人材派遣体制の整備
…p.25【４（５）オ】

➢ 協定締結医療機関における個人防護具の備蓄
…p.26【４（６）イ】

➢ 関係団体等との連携
…p.27【６（４）】
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改定後計画の記載事項の充実 - 3

第９ 外出自粛対象の療養生活の環境整備

➢ 外出自粛対象者の自宅療養時における体制確保
…p.31【２（１）（２）】

➢ 高齢者施設等の施設内における感染症のまん延防止
…p.31【２（４）】

➢ 関係機関及び関係団体との連携
…p.31【３（１）（２）】
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改定後計画の記載事項の充実 - 5

第１1 人材の養成及び資質の向上

➢ 感染症医療担当従事者等の平時からの研修・訓練の実施
…p.34【３（２）】

第１５ その他感染症の予防の推進に関する重要事項

➢ 施設内感染対策
…p.42【１（１）、（２）】
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改定後計画の記載事項の充実 -7

医療提供体制

・確保可能病床数

・自宅療養者への医療の提供

・後方支援

・医療人材の確保

物資の確保 ・十分な個人防護具の備蓄を行う機関の割合

検査体制
・検査の実施能力

・地方衛生研究所等の検査機器の数

人材の養成・資質の向上 ・人材派遣の研修・訓練の実施又は参加割合

別表２（数値目標）、 第１ 感染症の予防の推進の基本的な方向

➢ 連携協議会における計画の取組状況等の報告と検証
…p.5【１（２）】

➢ 数値目標値の設定
…p.44
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